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戦没者のご冥福と世界平和を祈り　黙とうを捧げましょう
問企画政策課☎７２４・２１０３

参議院議員選挙　投票結果
問選挙管理委員会事務局☎７２４・２１68

まちだ施設案内予約システムで

利用申し込みを開始します
問公園緑地課☎７２４・４３９９

　広島と長崎に原子爆弾が投下さ
れ、太平洋戦争が終結してから７４
年が経ちます。
　市では、戦没者のご冥福と世界
平和を願い、原爆投下の日と終戦
の日に黙とうの呼び掛けを行って
います。
　今年も防災行政無線で呼び掛け
の放送をします。戦没者のご冥福

をお祈りするとともに、二度と戦
争の起こらない平和な世界を願
い、黙とうを捧げましょう。
○広島原爆投下の日　
　８月６日㈫午前８時１５分から
○長崎原爆投下の日　
　８月９日㈮午前１１時２分から
○終戦の日　
　８月１５日㈭正午から

　７月２１日㈰に参議院議員選挙が執行されました。投票率は下表のとお
りです。 　いずれも、まちだ施設案内予約シ

ステムで利用申し込みができます。
※事前に利用者登録（団体登録）が
必要です。

１０月から芹ヶ谷公園グラ
ウンドがオープンします

　１０月から、スポーツ施設「芹ヶ
谷公園グラウンド」がオープンし
ます。
利用時間午前９時～午後５時（２時
間単位での貸し出し）
利用料金１０５０円（２時間あたり）
休場日年末年始
所在地高ヶ坂１－１７１６－２
施設概要グラウンド面積約２４００
㎡（４２ｍ×５８ｍ）、ダスト舗装、散
水設備
利用種目少年野球（軟式）、ソフト
ボール、サッカー（少年少女含む）、
ラクロス、ターゲットバードゴル

フ、ゲートボール、グラウンドゴル
フ、フットサル
※野球及びソフトボール等のバッ
ティング練習には制限があります。
また、大会での利用はできません。
※公園駐車場（国際版画美術館横）
は、土・日曜日、祝休日及び１０月から
月～金曜日も有料となります。また、
新たに公園駐車場（芹ヶ谷ひだまり
荘前）が１０月にオープンします。

常盤公園～新たに予約
システムを導入します

利用時間月～金曜日の午前８時～
正午（２時間単位での貸し出し）
所在地常盤町３５５３－１
※駐車場はありません。
施設概要グラウンド面積約１５００
㎡（約２２ｍ×約７０ｍ）
利用種目ゲートボール、グラウン
ドゴルフ

投票率� （在外投票含む）
選挙名 東京都全体 町田市

参議院（東京都選出）議員選挙 51.77% 53.78%

参議院（比例代表選出）議員選挙 51.76% 53.78%

※投票率等の詳細は、町田市ホームページでご覧いただけます。

各種障害手当の
支払日等のお知らせ

　今年度の特別障害者手当、障害児
福祉手当、経過的福祉手当及び心身
障害者福祉手当の支払日等につい
て、受給中の方に通知を送付しまし
たのでご確認下さい。
【支払日等のお知らせ方法が変わり
ます】
　これまでは、各定例支払期に支払
通知を送付していましたが、来年度
の支払日等は、町田市ホームページ
及び本紙等でお知らせします。

心身障害者（児）医療費助成制度
○障の負担上限額が変わります
　８月１日から、心身障害者（児）医療

費助成制度㊓障の住民税課税者（負担
者番号８０１３６３２８の受給者証をお
持ちの方）の負担上限額が変わりま
す（表１参照）。
　なお、住民税非課税者（負担者番号
８０１３７３２６の受給者証をお持ちの
方）は変更ありません。

心身障害者（児）医療費助成制
度○障受給者証を更新します
　重度の障がい者（児）（身体障害者
手帳１・２級〔内部障害は３級も含む〕、
愛の手帳１・２度、精神障害者保健福
祉手帳１級）の方を対象とした心身
障害者（児）医療費助成制度㊓障受給者
証の更新を行います。
　所得制限基準額を超える方（表２参
照）、６５歳以上で初めて申請する方、
後期高齢者医療被保険者証をお持ち
で住民税が課税の方は対象外です。
　引き続き助成が受けられる方に
は、９月からの新しい受給者証を８月
下旬にお送りします。また、所得が基
準額を超える等で受給資格が無くな
る方には、資格消滅通知書をお送り

します。なお、以前、所得超過で受給
資格を喪失した方も、所得によって
対象となる場合があります（表２参
照）。詳細はお問い合わせ下さい。
※有効期間の過ぎた受給者証は障が
い福祉課へお返し下さい。

各種障害手当及び心身障害者（児）医療費助成制度◯障のお知らせ 問障がい福祉課☎７２４・２１４8
返０５０・３１０１・１6５３

情報公開制度・個人情報保護制度・会議公開制度のしくみと運用 問市政情報課（市政情報やまびこ）
　☎７２４・８４０７

　市が持っている情報は、市民の皆
さんの財産です。市のことをよく知
るためにも、市政情報課（市政情報や
まびこ）をご活用下さい。
　市が行う業務は「情報公開制度」や
「会議公開制度」を利用して知ること
ができます。
●「情報公開制度」とは
　市が持っている情報や行政運営に
ついての情報を公開する制度です
（運用状況は表１を参照）。
※市の公文書の閲覧を希望する場
合、各担当部署の窓口で情報提供で

きる場合がありますので、各課へお
問い合わせ下さい。
●「個人情報保護制度」とは
　市が集め、持っている個人情報を
取り扱うルールを定めています。ご
自分の情報を閲覧し、訂正や消去、利
用等の中止を請求できることも、こ
の制度で定めています（運用状況は
表２を参照）。
●「会議公開制度」とは
　市が開催する審議会等を公開する
制度です。会議の開催は、本紙や町田
市ホームページ等でお知らせしてい

ます（開催状況は表３を参照）。
●�「情報公開請求・個人情報開示等請
求」をするには
　市政情報課（市庁舎１階）へおいで
下さい。職員が分かりやすくご説明
します（請求の方法は表４を参照）。
※市政情報課で請求を受けた後、担当
課で文書の検索、公開・開示等の決定を
するので手続きには数日かかります。
※決定内容に納得できない場合は、
行政不服審査法に基づく審査請求を
することができます。

　その他公表を前提として作成され
たもの、市政の推進や市民の理解を
得るために提供することが望ましい
ものは、本紙や町田市ホームページ
等で情報提供を行っています。
　また、市政情報やまびこでは、有償
刊行物の閲覧や購入をすることがで
きますので、ご利用下さい。

表１　負担上限額
○障一部負担金 負担上限額※

負担者番号
80136328

外来 1割 1万8000円／月
（14万4000円／年）

入院 1割 5万7600円／月
（多数回4万4400円／月）

※同一の医療機関で1か月の負担額が上記の
額に達したときは、その医療機関でのその月
の窓口負担はありません。なお、外来療養は
年間上限が設定されています。入院は、過去
12か月以内に3回以上、上限額に達した場合
は4回目から「多数回」に該当となり、上限額
が下がります。

表２　�心身障害者（児）医療費助成制度
の所得制限基準額

○適用期間＝9月1日～2020年8月31日
（2018年中所得）
扶養親族
等の人数 基準額

0人 360万4000円
1人 398万4000円
2人 436万4000円
3人 474万4000円
4人 512万4000円
5人 550万4000円

※基準額を超える
方は対象になりま
せん。
※20歳未満の障が
い者の方は、国民健
康保険の世帯主、社
会保険の被保険者
の所得です。
※20歳以上の障が
い者の方は、ご本人
の所得です。�

表１ �２０１８年度情報公開制度の運用状況
公開請求件数 117（内取り下げ10）

決定内容別件数

公開 23
部分公開 33
非公開 9
不存在 54
存否応答拒否 0
合計 119

請求拒否 0
※1件の請求で複数の決定があるため、決定内容の合計
と請求件数は一致しません。

表２ �２０１８年度個人情報保護制度の運用状況
開示等請求件数 102

決定内容別件数

開示等 54
部分開示等 29
非開示等 17
不存在 18
存否応答拒否 0
合計 118

※「開示等」とは「開示」「訂正」「消去等」及び「利用等の中
止」をいいます／2018年度は、開示請求85件、訂正請求
16件、利用等の中止1件でした／1件の請求で複数の決定
があるため、決定内容の合計と請求件数は一致しません。

表３ �２０１８年度審議会等の会議の
開催状況

開催した会議の回数合計 849

内訳
公開 195
一部公開 2
非公開 652

※傍聴人数は234人です。

表４ �情報公開請求・個人情報開示等請求の方法
情報公開 個人情報開示等

請求できる人 どなたでも 本人のみ（原則）

請求方法 窓口、郵送、電子請
求、ＦＡＸ 窓口のみ

費用 無料 無料
対象文書のコピー 可（実費負担） 可（実費負担）
※情報公開制度で対象文書のコピーについて郵送を希望す
る方は、送料は請求者負担となります。


